入札保証金及び契約保証金について



１　入札保証金免除について
入札保証金は北九州市契約規則第５条第７項（下記（１）（２））に該当した場合に免除することになっております。下記（２）に該当しない場合は、入札保証保険に加入していただきますようお願いいたします。
なお、入札保証金を免除した場合で契約の締結に応じない時は、実際に被った損害額を算定し、請求することになっています。

（１） 入札参加者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
（２） 入札参加者が、過去２年間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき、又はその者が契約を締結しないおそれがないと認められるとき。
（注）（１）の場合、保険金額は入札金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上、保険期間は入札日から６日以上としています。
       （２）の「又は」以降の解釈としては、種類及び規模の大小は問わず、過去２年以内に本市での入札参加実績があれば、入札保証金を免除しています。


２　契約保証金免除について
[bookmark: _GoBack]契約保証金については、北九州市契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当した場合に免除することになっております。第３号に該当しない場合は、履行保証保険に加入していただきますようお願いします。

第１号　契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。この場合、保険金額は、契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上、保険期間は、契約日から契約期間末までとします。
 　 第３号  過去の実績による免除で、次の条件のすべてを満たすものとされています。
（１） １件当たりの契約金額（単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額）が、締結しようとする契約の契約金額の５割以上の契約実績であること。
 　　　 （２） 締結しようとする契約と同じ種類の契約実績であること。
 　　　 （３） 国（独立行政法人、国立大学法人及び特殊法人を含む。）又は地方公共団体（地方独立行政法人、北九州市が出資する公社等を含む。）の発注に係るものであること。
 （４） 上記に該当する契約の履行実績が過去２年間に２回以上あること。
